
「高齢者生きがい活動促進事業」 実施要綱

１ 目 的

企業退職高齢者等が、地域社会の中で役割をもっていきいきと生活できるよう、有

償ボランティア活動等による一定の収入を得ながら、 自らの生きがいや健康づくりに

つながる活動を行うとともに、 介護予防や生活支援のサービス基盤ともなる活動を促

進するため、 当該活動を行う団体等の立ち上げを支援することを目的とする。

２ 実施主体

実施主体は市町村及び特別区とする。 ただし、 当該事業を適切に行える団体への
委託を可能とする。

３ 実施方法

本事業の目的に応じた先駆的な活動を行うボランティア団体やＮＰＯ法人等の団体

（以下「ＮＰＯ法人等」という。）の設立準備、事務所等活動拠点の初度設備整備等

に必要となる経費に対する助成を行う。

ただし、助成期間は、 １年以内とし、他の国庫負担（補助）制度により、当該事業

の経費の一部を負担し、 又は補助している事業は対象としない。

４ 事業内容

（１）以下の取組を通じた高齢者等の生きがいを創出するボランティア活動の立ち上げ

支援（初度設備等の補助）を行う

ア 農福連携推進事業

高齢者が農作業や農作物の調理・販売等をとおして、運動機能低下・認知症・

閉じこもり等の介護予防を図るなど、 農福連携を通じ、 高齢者が地域で交流し生

き生きと活動できる場の提供に資する活動

イ ア以外の地域の支え合い活動

（２） 実施主体の取組

① 地域の単身・夫婦のみの高齢者世帯、要介護高齢者、認知症高齢者等の介護予

防や生活支援に関する課題を把握し、把握した課題について、地域のＮＰＯ法人

等に対して情報提供を行うものとする。

また、地域でサービスを必要とする高齢者に対しても、ＮＰＯ法人等が提供す

るサービスについて情報提供するものとする。



② 本事業の助成を希望するＮＰＯ法人等の公募等を行う。

③ ＮＰＯ法人等からの応募を受け、 当該ＮＰＯ法人等の活動内容が本事業を目的

に沿っているか等を審査し、適正と認める場合に、当該ＮＰＯ法人等に助成を行う

ものとする。

（３） 対象となる団体

新たに組織化するＮＰＯ法人等又は本事業の目的に応じた活動を新たに始める

ＮＰＯ法人等について、 実施主体ごとに１程度を本事業の対象とする。

（４） 助成の対象となるＮＰＯ法人等の取組

① ＮＰＯ法人等が行う活動は、（２）の①により市町村が把握する地域の高齢者の
課題の解決に資する高齢者によるボランティア活動とする。

（活動の例）

・農福連携を通じ、高齢者が地域で交流し生き生きと活動できる場の提供に資

する活動（高齢者への配食サービスのための農産物の生産活動等）

・協議体等の活動を通じて創出された住民主体によるサービス

・見守り、配食等の生活支援

・高齢者スポーツの指導活動

・多世代による共生の居場所づくり

② 利用料等事業により得られた収入の一部を、ボランティア活動を行う高齢者へ支

給（活動の実費、謝礼等）するものとする。

③ 事業本来の運営費は、本事業の助成対象となる団体の事業収入で賄うことを目標

とする。

④ 高齢者が行うボランティア活動が、高齢者が自発的に社会参加し、地域社会の

中でいきいきと生活するとともに、高齢者の生きがいや健康づくりにつながるよう

な活動となるよう努めるものとする。

（５） 本事業の成果の活用

① 事業の実施主体は、本事業で実施した実施主体の取組やＮＰＯ法人の活動等に

ついて、翌年度６月末日までに都道府県や国に別紙様式にて報告を行うとともに、

必要に応じて追加の報告を行うものとする。



② 事業の実施主体は、 この事業で把握した地域の課題やＮＰＯ法人等の活動の情

報を地域包括支援センターの地域ケア会議に提供するなどにより、本事業の成果

が地域のインフォーマルサービスの推進につながるよう努めるものとする。

（６） 留意事項

生活支援コーディネーターや協議体の活動により、市町村が把握した地域課題を

解決するために創出された 「住民主体によるサービス」 について、本事業を活用

し、団体等を立ち上げた後に、介護予防・生活支援サービスへ移行した場合に、地

域支援事業交付金の補助を受けてサービスを実施することも可能であること。


